
介護給付費等の支給決定等について（抜粋） 

（平成 19年 3月 23日、障発第 0323002号 障害保健福祉部長通知） 

 

第五 介護給付費等に係る支給決定及び地域相談支援給付決定 

2 地域相談支援給付決定 

 (1) 地域移行支援 

申請者が地域相談支援基準第 1 条第 2 号から第 4 号までに規定す

る施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神

障害者であることを確認する。   

なお、申請者が精神科病院に入院する精神障害者の場合について

は、長期に入院していることから地域移行に向けた支援の必要性が

相対的に高いと見込まれる直近の入院期間が 1 年以上の者を中心に

対象とすることとするが、直近の入院期間が 1 年未満である者であ

っても、例えば、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの

支援を必要とする者や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化

が見込まれる者についても対象となるので留意すること。 

（以下略） 
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障害者の地域生活への移行等について（抜粋） 

（平成 29年 3月 8日、障害保健福祉関係主管課長会議資料） 

 

 

（５）地域相談支援の着実な実施について 

平成 24年 4月 1日から創設された地域移行支援及び地域定着支援について

は、各自治体が定める第 4期障害福祉計画では、平成 29年度における 1ヶ月

あたりの利用見込量は、地域移行支援は 4,375 人、地域定着支援は 6,648 人

となっている。 

しかしながら、直近（平成 28年 10月）の利用実績は、地域移行支援が 503

人、地域定着支援が 2,673 人であり、目標を大きく下回る水準で推移してい

る。また、取組状況については都道府県ごとに差異があり、人口 100 万人あ

たりの利用実績では、島根県や愛媛県等において高い利用実績がみられる一

方で、平成 27年度を通じて利用実績がない県もある。 

多くの利用実績がみられる都道府県では、例えば、 

・ 都道府県や精神保健福祉センター、保健所等の関係機関の役割の明確化 

・ 地域移行支援に係る協議の場における目標設定や進捗状況の把握、課題

分析等の定期的な実施、検討結果の施策への反映 

・ 圏域アドバイザーによる精神科病院への働きかけ 

・ ピアサポーターによる入院患者の退院意欲喚起 

等の取組を重層的に行い、保健・医療・福祉の関係者による精神障害者に対

する理解を深めるとともに、支援に向けた連携体制の構築が図られている。 

このため、これらの利用が進んでいない自治体におかれては、障害者支援

施設や精神科病院等からの地域移行及び地域移行後の地域生活への定着を着

実に進めるため、障害者総合支援法に規定する協議会を積極的に活用し、地

域相談支援の提供体制の確保に取り組むようお願いする。 

また、効果的な地域移行支援及び市町村等における連携体制の構築を円滑

に進めていただくため、平成 28年度障害者総合福祉推進事業の中で、公益財

団法人日本精神保健福祉士協会において「地域移行推進ガイドライン（仮称）」

を作成している。当該ガイドラインでは、地域移行を推進するために必要な

知識、支援方法、連携のあり方、協議会の活用方法等について取りまとめる

こととしており、後日、都道府県、指定都市及び中核市等に対し配布予定で

あるので、ご活用いただきたい。 

 


